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Ⅰ.プロローグ

 
１．当社概要

会社名 サトレストランシステムズ株式会社

本 社 堺市堺区遠里小野町

設 立 昭和26年4月

資本金 55億9,245万円

売上高 251億715万円

株 式 大阪証券取引所第一部上場

従業員数 社員 約570人

パート・アルバイト 約7,200人

事業内容 和食レストランチェーン

「和食さと」「すし半」等の経営

店舗数 208店を全店直営にて経営

（平成24年3月期実績）



Ⅰ.プロローグ

 
２．ＣＳＲの切り口からみた環境保全活動

ＣＳＲ(Corporate Social Responsibility) = 企業の社会的責任 は、

企業による不祥事や事故の多発・地球温暖化などに対する問題意識の高まりにより

企業のあるべき姿を論じる上で、ここ数年常用される概念となっています。

ＣＳＲ論じる場合、企業と関わりのある利害関係者・団体（ステークホルダー）を

具体的に想定し、そのステークホルダーに対し企業が果たすべき義務や目標を設定します。

従来、企業の責任とされてきた

・商品，サービスの提供 ・納税 ・雇用

・安全の確保 ・法令遵守 ・株主尊重

＝経済的活動を行なう上で企業として果たすことがあたりまえの「基本的・義務的責任」

お客様・株主様をも含んだ存在といえる「地域」や「社会」というステークホルダーに果たすべき

責任を考えた場合、クローズアップされるのが、

・社会貢献活動 ・環境保全活動 などの社会的活動や環境的活動

＝独自に目標を設定し達成すべき「自主的・主体的責任」

財務諸表に表れる「経済的価値」

プラス 「社会的活動」や「環境的活動」による「自主的・主体的責任」 の達成

＝「地域や社会にとってなくてはならない企業」

ＣＳＲの切り口で経営を考える企業が増加。

法令を守る事を目的とする最低限の環境保全活動 → 自主的・主体的な環境保全活動へ！



（ご案内）当社ホームページ
 

「ＣＳＲ」
 

記載場所

当社ホームページ
http://www.sato-restaurant-systems.co.jp/

にアクセスして

「ＣＳＲ」ボタンをクリック！

http://www.sato-restaurant-systems.co.jp/


Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 
１．時代背景

1990年代以前の２つの流れ

高度成長期（1950年代～1970年代）の無秩序な企業活動を主因とした、大気汚染や

水質汚濁等が原因の４大公害病などの健康被害（四日市ぜんそく・水俣病等）

→公害防止・規制の必要性

→1967年「公害対策基本法」施行

2度のオイルショック

1973年（第4次中東戦争）と1979年イラン革命をきっかけとする原油の供給逼迫および

価格高騰と、それによる世界規模の経済混乱

→エネルギー主に石油資源の節減の必要性

→1979年「省エネ法」（エネルギー使用の合理化に関する法律）施行

1990年前後の動き

世界的な猛暑などの異常気象は、化石燃料燃焼由来の二酸化炭素等の温室効果ガスが

原因との報告が増加し、世界規模の温室効果ガス削減が主張されはじめる

国内でも「公害対策」を越え地球温暖化防止やオゾン層破壊抑止等も含んだ

「環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会」がとなえられる

→1993年「環境基本法」施行



「京都議定書」 （気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書）をめぐる変化

1997年「京都議定書」採択

→先進国における温室効果ガスの削減率を1990年を基準として各国別に定め、

共同で2008～2012年の約束期間内に目標値（日本は６％）を達成することが定められた。

1998年「温対法」（地球温暖化対策の推進に関する法律）成立

地球温暖化防止に関する国・地方自治体・事業者・国民の責務に言及。

「省エネ法」の数度にわたる改正（’98・’02・’05・’08）

’08の改正により2010年以降「工場単位」ではなく「事業者」ごとのエネルギー使用状況と省エネ

対策の定期報告を義務付。

一定の要件を満たす「フランチャイズチェーン」についても、 チェーン全体を一事業者として義務付。

関西では大阪府・兵庫県等の地方自治体も条例によりエネルギー使用状況を定期報告が義務付け。

2011年3月11日「東日本大震災」および「福島第二原子力発電所の事故」以降の混乱

2011年7月の「国内のすべての原発の稼動には定期検査以外にストレステストのパスが必要」

との政府方針により原発が随時稼動停止。

2012年5月5日 北海道電力泊原発停止をもって国内のすべての原発が停止中。

一時的な火力発電割合の高まり

→二酸化炭素排出の多い火力発電割合の増加

「前年より電気使用量を減らしても、二酸化炭素排出量は前年より必ずしも減らない」

→循環型社会形成の為にも、よりの一層のエネルギー使用の合理化が求められる時代に。

本年７月２日～９月７日、関電管轄２２年度比１５％以上の節電要請（電力使用制限令の発動は見送り）

電力逼迫時⇒地域別に２時間程度計画停電の可能性あり ⇒ 企業活動に影響も



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ２．省エネ社内体制づくりとデータ管理

省エネに対する社内体制づくり
企業としての省エネは一部門だけでできることではない
→社内横断的な組織が必要
＝経営レベルの省エネに対する明確な意思が必要

2007年 環境対策推進委員会 発足
役員を委員長・委員として、個々で行なわれていた省エネ活動を
始めとする環境保全活動を全社的横断的組織で行なう体制に

現状把握そしてデータの「見える化」
「なんとなく省エネ」は、成果が見えず継続できない
数値で把握する＝定量化
※これは省エネに限らずあらゆる活動の基本！

現場（外食では店舗）でも数値変化がわかる
ようにデータをフィードバックする＝見える化
→週単位でのデータ把握
→無駄の発見と維持継続が可能に

全社横断的な数値目標（社内ベンチマーク）
の設定と評価の実施
→企業としての中長期的な計画が可能に

店舗 本社

販売データ

集信

演算

出力

ウィークリーマネジメント各帳票

売上・人件費・食品ロス・エネルギー

問題点の改善・実施



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ３．従業員教育と機器の適切な運用

従業員教育

社内報や社内セミナーを通じ、「もったいない」意識付教育

機器の適切な運用

「店舗省エネガイド」を全店配布し、
省エネにつながる運用方法を具体的に指示

●冷蔵庫・冷蔵庫のフィルター清掃
●冷蔵庫のパッキン交換による冷気漏防止

最大で使用電力約15％削減

 

（ＪＦ資料）
●エアコンのフィルター清掃
最大で使用電力約30％削減



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ４．高効率機器の導入
 

①厨房設備と空調設備

省エネ運用といっても、
お客様サービスの質の極端な低下を引き起こすような
機器の運用は問題外
→メンテナンスに継続的に高いコストがかかるような

古い機器は高効率の機種に随時入替え

●無沸騰型ゆで麺機
水道使用量1/10

ガス使用量約１５％削減

●高効率エアコン

 
（10～20馬力）

15年程度前の機種
⇒

 

使用電力60～80％削減

●ヒートポンプ給湯器（エコキュート

 
単相200Ｖ・370Ｌタイプ）

⇒

 

使用電力約60％削減
●深夜電力使用給湯器

 
（460Ｌタイプ）

 
⇒昼間のピーク時を避けた節電
の２つのタイプの給湯器の平行使用



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ４．高効率機器の導入
 

②ガスコージェネレーション

当社ではガスを利用した照明用発電（10W程度）の排熱を利用した給湯→14店舗で導入中



発光時にチップから発生する熱を引く

蛍光体を
保護する役目

黄色蛍光体で
白色に変換

青色LEDチップ
アルミ基材

蛍光体カバー（ｼﾘｺｰﾝ）

青色LEDから放出される青色光を用いて

黄色蛍光体との混光により白色光が作り出される

R
Red

Green Blue

Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ５．高効率照明の導入
 

①ＬＥＤのしくみ



従来店看板照明
蛍光灯内照式

 
約1400Ｗ

Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ５．高効率照明の導入
 

②店舗外照明の導入事例

従来型駐車場照明
水銀灯500W

⇒ＬＥＤ駐車場照明
30W×2台

従来型店外照明
ビーム球1個120W
⇒ＬＥＤビーム球

1個18W

自社独自

 
照射角度調整アーム付

看板用ＬＥＤ照明
（110Ｗ）

盤面サイズを約３倍にしても
ＬＥＤ看板照明（110Ｗ×4台）で

まかなえる
⇒消費電力約70％削減



LED照明の光は直進性が高く拡散しにくいため、全体を明るくしたい箇所には
向かないケースもある。
→蛍光ボール球やHｆ蛍光灯（高周波点灯）などを併用

Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ５．高効率照明の導入
 

③店舗内照明の導入事例

店内

 

ＬＥＤ球

 

9Ｗ
＝従来型シリカ球100W相当



昨年の東日本大震災以降の、夏季節電要求にこたえる為、計画を前倒し

2011年7月中に全店にLEDを導入。

Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ５．高効率照明の導入
 

④ＬＥＤ導入後の試算事例

LED転換（蛍光灯は除く）による既存店1店あたり年間ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ削減試算例

商品名 ハロゲン球 ビーム球 水銀灯

数量（個） 57個 41個 57個

消費電力（W／個) 65W／個 120W／個 250W／個

LED転換後消費電力（W／個） 9W／個 18W／個 30W／個

個別年間影響額（千円） 238千円 177千円 46千円

年間影響額合計（千円） 461千円

照明のみの電力削減率（％） 90.3％

店舗全電力に対する削減率（％） 15.7％

試算条件

店内点灯時間：16時間，店外点灯時間：9時間

電気単価12.8円（過去12ヵ月実績値より契約料を単純割戻し）



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ６．その他の取り組み

オール電化店舗の取り組みオール電化店舗の取り組み

2011年度末時点で5店舗
2011年度実績では、
全店平均に比べ
二酸化炭素排出量は
平均で20.1％少なくなっています。

在阪の外食企業によ

 
る
省エネ外食店舗の普

 
及を目指す
日本で唯一の

 
外食産業の

 
地域協議会

・情報交換

・普及啓発

他社との連携他社との連携

大阪府省エネ外食店

 
店舗普及推進協議会

本社・工場部門の取り組み本社・工場部門の取り組み

常温倉庫：
天井部分に
明かりとり窓
昼間の消灯

通路部分
昼間の消灯

その他
・本社事務所蛍光灯の間引き
・未使用部署の消灯
・昼休みの消灯（取り組み中）
・エブリデイカジュアル実施

本社空調のエコアイスシステム

 
⇒夜間電力にて作氷（熱交換）

昼間空調使用電力の削減



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 
７．当社の昨夏の電力使用の変化実績

層別 特徴 店舗数 節電効果 コメント

A層 DM、使用率増加 44 × －

B層 DM減少、使用率増加 4 ○ 昨年度と比較すると機器の同時使用が減少

C層 DM、使用率減少 41 ◎ －

D層 DM増加（変化なし）、使用率減少 31 △ 昨年度と比較するとピーク時間帯の使用が増加

当社関西電力管轄内121店舗

 
「デマンド・電気使用実績の前年比較散布図」
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LED導入完了前



層別 特徴 店舗数 節電効果 コメント

A層 DM、使用率増加 1 × －

B層 DM減少、使用率増加 0 ○ 昨年度と比較すると機器の同時使用が減少

C層 DM、使用率減少 103 ◎ －

D層 DM増加（変化なし）、使用率減少 17 △ 昨年度と比較するとピーク時間帯の使用が増加
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単位：％

前年8月実績比較
・節電徹底後・

 

LED導入完了後

前年8月実績比較
・節電徹底後・

 

LED導入完了後



Ⅱ.二酸化炭素の排出削減

 ８．当社店舗あたり二酸化炭素排出量の推移

昨年2011年度は、
国が定める使用電力に対する
二酸化炭素換算係数が、
原発停止などの影響もあり
大きくなりましたが
節電の徹底やLED導入などの
結果、
エネルギー消費を大幅に抑える
ことができ、
二酸化炭素排出についても社
内目標を達成することができま
した。

200 (t-CO2)

154.6 160.6
150

131.6
116.8

100

50

0

1990 2005 2009 2010 2011 年度

※本社・商品センター分のCO2排出量は含んでいません。

店舗あたり年間二酸化炭素排出量の推移

2009 2010 2011

1990年度比（京都議定書基準年度） ▲14.9% ▲19.9% ▲24.5%

2005年度比（当社基準年度比） ▲18.1% ▲22.9% ▲27.3%

123.8

前年度比 - ▲5.9% ▲5.7% 2011年度実績 前年2010年度比

店舗あたり電気使用量 ▲10.3％

店舗あたりエネルギー使用量 ▲7.9％



Ⅱ.食品廃棄物の削減

 
１．外食産業から出される食品廃棄物の特性

外食産業の多様性

業態ごと、企業ごとに食品廃棄物の組成がまったく異なる。

同一業態・企業でも質・量の季節変動が大きい。

→大まかな括りでは、ベンチマークの設定が難しい。

少量・不均一・収集対象の偏在

その他の食品関連産業に比べ、一事業所あたりの食品廃棄物が量的に少ない。

店舗の食べ残しは品質が不均一で不可食部位や夾雑物が混入しやすい。

チェーン店等の場合、少量の収集対象が、多く存在することになる。

→不均一の解消を目的に詳細な分別を行なうとさらに少量となる。

→他産業に比べ収集・運搬コストが割高。原料としての販売も難しい。

高い水分率

店舗の食品廃棄物は水分率が高いため、腐食変質を起こしやすくエネルギー自立も難しい。

→乾燥などをさせる場合の臭気・衛生上の問題。

→集塵室の冷蔵庫化・乾燥機の導入も考えられるが、エネルギー的負荷・コストが課題。



Ⅱ.食品廃棄物の削減

 
2．当社の廃棄物の具体例

セントラルキッチンの食品廃棄物 店舗の仕込み（準備段階）の食品廃棄物

カツオ節クズ・玉子の殻・野菜の

 
皮,茎などの非可食部分が多い

店舗で発生する食べ残し・残渣

お茶の葉クズ・

 コーヒーの豆カス

 ⇒

 特に水分率高い
夾雑物が多く、水分率も高い



【2001年度に行なった

 廃棄物分析手順】

食品残渣を店舗で通常分別
（仕込み過程と食べ残し）

⇓
再度店舗で種類ごとに分別

⇓
実験場所にて
再度分別して計量

⇓
狭雑物

 

1.7％

【2008年度実施の廃棄物組成の精密分析】
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3．食品廃棄物の削減努力の主な２つの方向性

食品廃棄物の削減には次の２つが主な方向性とされています。

1.

 
発生抑制＝「そもそもの廃棄物を少なくする」ための工夫や取り組み

2.

 
リサイクル＝「出してしまった廃棄物」の再加工・再利用

ただし、リサイクルには次のような問題点が・・・・・・

夾雑物・水分量が少なく、品質の安定した食品残渣以外は、リサイクルするのが難しい。

⇒食べ残し・非可食部位のような食品廃棄物には不向き

外食店舗の多い都市圏にはリサイクル施設が少なく遠方まで運ぶ必要がある。

⇒コスト増加・運搬によるエネルギー負荷増加

⇒企業単位の対応には限界

⇒業種連携地方事業スキームなどによるリサイクルループの創造の模索の必要性

まず廃棄物を出さないという姿勢の方が大事。 発生抑制＞リサイクル



Ⅱ.食品廃棄物の削減

 4．食品廃棄物の発生抑制
 

①当社の発生抑制の取り組み

全過程を通じて： 「もったいない」 意識付教育・定量化・見える化

＝従業員の教育・目標・評価で継続が可能に

※二酸化炭素削減のためのエネルギー削減の場合と同じ！

仕入過程 ： 量の少ない加工済み食材の導入＝小ロット化・川上でのリサイクル

商品化過程 ： 量の少ない食べきれるメニューの工夫 ＝ 小ポーション化

店舗での販売過程 ： ウィークリーマネージメントによる見える化で

発注量・仕込み量の少量・多頻度化＝食品ロスの削減

ウィークリーマネージメント
各店舗の週ごとのデータを本社で集計し各店舗に
フィードバックすることで、店舗食材管理を実施する際に、
問題点の早期発見と早期対策が行える。

理論使用量やロス等を表示し、

発注数・仕込み量の決定・ロス管理の資料としている。

※食材の仕入れや仕込みを行う場合、客数に影響する

情報をもとに、需要予測を微修正する必要がある。



食品企業等の食品ロス削減への取組み
農林水産省ＨＰ

 

http://www.maff.go.jp/
⇒食糧⇒食品ロス削減
⇒食品企業等の食品ロスへの取り組み事例

小分けされた食材を⇒発注・納品・仕込み・調理と

 
こまめに実施する事により、ロス削減

店舗 本社

販売データ

集信

演算

出力

ウィークリーマネジメント各帳票

売上・人件費・食品ロス・エネルギー

問題点の改善・実施

販売量に応じた発注数・ロスデータを管理し
数値の見える化により、ロス削減継続

（ウイクリーマネジメント）

Ⅱ.食品廃棄物の削減

 
4．食品廃棄物の発生抑制

 
②農水省HPでの当社事例紹介

http://www.maff.go.jp/


2011年度

 
環境省設置パンフレット

Ⅱ.食品廃棄物の削減

 

4．食品廃棄物の発生抑制

 
③環境省ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ当社事例紹介
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4．食品廃棄物の発生抑制

④食品リサイクル法の発生抑制の変更点について

平成24年4月1日から
食品リサイクル法の「食品廃棄物等の発生抑制」の一部に変更・見直しが行われました。

－変更・見直し点－

可食部分の廃棄処分が多く、発生抑制の重要性が高い業種とされた

食品製造業11業種・食品卸売業2業種・食品小売業3業種の計１６業種について

平成26年3月31日までの2年間の暫定の目標値（kg／売上高百万円）が具体的に定まり、

2年後に再度見直しされることになりました。

今回、外食産業の暫定目標値は決められませんでしたが、

従来「飲食店」と一括りになっていたものが、平成24年度から

「食堂・レストラン」「 居酒屋等」「喫茶店」「ファーストフード店」「その他の飲食店」の５業種に

区分され、定期報告を行うことになっており、

これを踏まえて、2年後の平成26年度にそれぞれの業種の目標値が設定される予定とされて

います。



浜田化学（株）

資源やエネルギーの使用により、下がった
品質レベルに応じて何度も利用すること

スーパーやコンビニと共同購入⇒コスト削減

Ⅱ.食品廃棄物の削減

 
5．食品廃棄物のﾘｻｲｸﾙ

 
②当社のﾘｻｲｸﾙの取り組み

全社廃食用油の約100％ｶｽｹｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ：厚生労働省認可の殺菌消毒薬用ハンドソープを自社開発し、全社で使用



自社の全店舗から発生する廃食用油を薬用ハン

 ドソープに再生利用し、自店舗で使用する他、畜

 産飼料、インク、塗装原料、工業用燃料に100％再

 生利用。また、発生抑制、減量の取組も実施。

 外食産業における食品リサイクルの先駆的活動

 を継続して実施されており、食品リサイクルの取り

 組みが遅れていると言われる外食産業の分野に

 おいて、他企業の模範となっている。
Ｈ21.3.16報道発表

 

環境省ＨＰより

リサイクルも収集・運搬・加

 工等で

 

エネルギーを消費

平成23（2011）年度実績

 

廃食油約233トン
平成19(2007）年度比

 

約187トン（45％）削減

濾過機の導入
必要台数のみ使

 用
廃食油の
発生抑制

 

努力

もったいない

廃食油全店リサイクル

Ⅱ.食品廃棄物の削減

 
5．食品廃棄物のﾘｻｲｸﾙ

 
①環境大臣賞優秀賞受賞

平成20年度

 

食品リサイクル推進環境大臣賞

 優秀賞受賞（外食業界初）
受賞後のさらなる取り組み

 リサイクルから発生抑制へ



行政・公共団体への調査協力や連携

環境省『食品廃棄物等の発生抑制対策推進調査』検討委員会 ⇒ 環境省パンフレット掲載

ひょうごエコタウン推進会議「都市型食品残渣有効利用研究会」の設立協力と参加

農水省 食品産業グリーンプロジェクト技術実証モデル事業「都市型食品残渣有効利用実証協議会」への参加

食品廃棄物以外の廃棄物の削減 ： トータルでの環境負荷軽減の必要性

割り箸 からリユース箸への転換

食品廃棄物と

食材パッケージ，

缶，瓶，燃えるゴミ

などの

分別・計量の習慣化

Ⅱ.食品廃棄物の削減

 
6．当社のその他の取り組み

当社の場合

 

全店で年間約2500万膳使用
年間

 

約100ｔ

 

削減

業界団体における連携

（社）日本フードサービス協会・環境委員会への参加

（社）大阪外食産業協会・環境部門会への参加



御清聴ありがとうございました
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